
 

２００５２００５２００５２００５年年年年１２１２１２１２月第月第月第月第２２２２週号週号週号週号（（（（４１５４１５４１５４１５号号号号））））    

 

  

年末調整年末調整年末調整年末調整のののの準備準備準備準備    そのそのそのその２２２２    

年末調整では毎年の所得税制の改正内容を把握しておく必要があります。 

ⅠⅠⅠⅠ....年末調整年末調整年末調整年末調整にににに必要必要必要必要なななな添付書類添付書類添付書類添付書類    

 

通常は毎月若干多めに源泉所得税を徴収されているため、年末調整によって天引

きしすぎの税金を本人に返金することが多いですね。 

特に次のような方は税金がたくさん還付されることが多いので、給与所得者の扶

養控除等（異動）申告書にしっかり該当事項が記載されているか、確認したいもの

です。 

 ・出生などによる扶養親族の増加 

・結婚による控除対象配偶者の発生 

・本人の障害者、寡婦、寡夫、勤労学生への該当 

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．注意点注意点注意点注意点 

 

１．所得税の定率減税は継続 

 

所得税の定率減税（所得税額の 20％減税）は今回まで継続されています。 

 

２．老年者控除の廃止 

 

今回から本人が６５歳以上で、かつ所得が 1000 万円以下の場合に適用されて

いた老年者控除（５０万円）が廃止されました。 

 

３．配偶者特別控除についての改正 

 

昨年分から配偶者控除を受ける場合は配偶者特別控除を上乗せすることがで

きなくなりました。 

奥様の年収が１０３万～１４１万で、配偶者控除が受けられない場合に限って

ご主人の年末調整では配偶者特別控除を受けることができることとなります。 

 

４．介護保険料 

 

介護保険法に基づく介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。但し、

控除できるのはあくまでもご本人や扶養親族分の介護保険料のうち、本人が負担

した分です。 

 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．便利便利便利便利ななななホームページホームページホームページホームページ    

    

国税庁のＨＰ タックスアンサーでは、年末調整の手引きのほか、各種年末調整

に必要な用紙がダウンロードできます。 

（有）ビジネスブレイン原田会計 

〒302-0119 守谷市御所ヶ丘 3-14-14 

Tel 0297-48-9112 

Fax 0297-48-9735 
E-mail:info@harada-kaikei.com 

U R L :WWW://harada-kaikei.com/ 
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